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人件費に関する節税

ここで、所得税の累進課税についてよく勘違いされていることがありま

すので説明しておきます。それは、たとえば300万円の所得がある場合に、

300万円全額に上記の20%が課税されると思われている方がいらっし

ゃいますが、実は違いまして、300万円のうち195万円までは15%、105

万円（300万円－195万円）に対して20%という課税の仕方がなされます。

一方、法人税等の税率は下表のとおりです。

ここで実効税率というのは、以下のように表される正味の税率のことです。

なお、資本金1億円以下の法人は所得800万円までは22%に税率が

軽減されています。

このように所得税等と法人税等の税率を比較してみると、所得が330万

円超900万円以下であれば、所得税等でも法人税等でも税率が約

30%くらいですので、両者に大きな違いはありません。所得が900万円

を超えると所得税率43%、1800万円を超えると所得税率50%と増加

今回から、続きもので人件費に関する節税を取り上げたいと思います。

所得税と法人税の違い、役員給与や身内の給与の税務上の制約など

を総合的に考えて、どのように人件費に関する節税を行えばよいかを検

討したいと思います。

◎所得税と法人税の違い

オーナー企業にとっての税額は、自分の給料に課税される所得税・住民

税（以下、所得税等）と会社の利益に課税される法人税・住民税・事業税

（以下、法人税等）の合計となります。ここで、所得税等と法人税等の税

率に違いがあれば、税額が少なくなるように、給料と会社に残す利益を

調整することで節税対策が可能になります。ここで、ひとつの例とその

結論を先に書きたいと思います。

結論としては、A社の場合、30百万円（売上高100百万円－売上原価30

百万円－経費40百万円）の利益をオーナー社長の給与として14百万円、

残り16百万円を会社に残すと税金が少なくなります。では、どうしてそう

なるのかを見てみましょう。

上の答えの秘密は、所得税等と法人税等の税率の違いにあります。所

得税等は、累進課税となっていて、所得が増えれば増えるだけ税率が上

昇していきます。平成19年度からの所得税等の税率は下表のとおりです。
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所得 住民税

195万円以下

195万円超～330万円以下

330万円超～695万円以下

695万円超～900万円以下

900万円超～1800万円以下

1800万円超

所得税

5%

10%

20%

23%

33%

40%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

合計税率

15%

20%

30%

33%

43%

50%

住民税

17.3%

17.3%

17.3%

法人税

30.0%

22.0%

22.0%

＊資本金1億円以下、法人税額1千万円以下の法人

事業税

5.0%

9.6%

7.3%

実効税率

29.3%

30.9%

40.9%

所得

400万円以下

800万円超

400万円超～

      800万円以下

［例］A社は資本金が1億円以下の会社で売上高100百万円、売上

原価30百万円、オーナー社長の給料以外の経費40百万円という

会社です。オーナー社長には奥さんと子供2人がいて、配偶者控除、

扶養控除が受けられるものとします。オーナー社長は給料以外の所

得はありません。社会保険（政府管掌健康保険組合、厚生年金保険、

介護保険なし）に加入しています。オーナーの給与所得控除が法人

の所得に加算される特殊支配同族会社ではありません。利益と所

得は一致するものとします。

｛法人税率×（1＋住民税率）＋事業税率｝

1＋事業税率
実効税率＝
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